誓　　約　　書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日
　あて先　秋田県立大曲技術専門校長


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（所在地）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　印
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（名称及び代表者名）


　秋田県が実施する自動販売機の設置場所（秋田県立大曲技術専門校）貸付に係る入札への参加申込にあたって、次の事項を誓約します。
　また、秋田県が必要と認める場合には、申込書及び別紙「役員等名簿」により提出する個人情報を、秋田県警察本部に提供することについて同意します。

記

１．地方自治法施行令（昭和22年政令第16号） 第167条の４第１項及び第２項各号に掲げられた者に該当しません。
２．申込者及び申込者の役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該団体に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。）は、以下のいずれにも該当しません。
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号及び第　　６号に規定された暴力団及び暴力団員。
(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定　　された暴力団と密接な関係を有する者。（次のいずれかに該当する者をいう。）
　　　　ア　暴力団員が役員になっている事業者又は実質的に関与している事業者
　　　　イ　暴力団員を業務に関し監督する責任を有する者（役員を除く。以下「監督責任者」という。）　　　　　　として使用し、又は代理人として選任している事業者
　　　　ウ　次に掲げる行為をした事業者（事業者が法人である場合にあっては、役員又は監督責任者が当該行為をした事業者に限る。）
(ｱ)　自己若しくは自己の関係者の利益を図り、又は特定の者に損害を与える目的を持って、　　　暴力団の威力を利用する行為
(ｲ)　暴力団又は暴力団員に対して、金品その他の財産上の利益の供与をする行為
(ｳ)　(ｱ)又は(ｲ)に掲げるもののほか、暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有し　　　ていると認められる行為
３．会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく民事再生手続開始の申立てがなされている者（手続き開始の決定を受けた者を除く）に該当しません。
  ４. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成11年法律第147号)に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員に該当しません。
５．自動販売機の設置業務において、過去２年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行した実績を有しています。
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　　※設置の施設名・所在地・設置台数・設置期間を記載するとともに、その設置実績を確認できる契約書等の写
しを添付してください。
４．入札の参加にあたっては入札説明書及び仕様書の内容を承知した上で参加します。
